
借 用 書 一般版・利息制限法対応

借  用  書
～ 金銭消費貸借契約書 ～

当事者

甲（貸主）  住所: 東京都千代田区丸の内1-1-1   氏名: 田中 太郎 (印)
            電話: 03-1234-5678   生年月日: 昭和55年4月1日
乙（借主）  住所: 東京都新宿区西新宿2-2-2   氏名: 佐藤 次郎 (印)
            電話: 03-8765-4321   生年月日: 平成2年7月15日

甲と乙は、本日下記のとおり金銭消費貸借契約を締結する。

第1条（金銭消費貸借の合意）

貸主（甲）は借主（乙）に対し、本日金○○○○○○○円を貸し付け、乙はこれを借り受けて確かに
受領した。

第2条（弁済期）

乙は前条の借入金（以下「本件貸金」という。）を、令和○年○月○日までに甲に弁済する。

第3条（利息）

本件貸金の利息は年○○％とし、毎月○日限り、その月分を後払いで甲に支払う。

第4条（利息制限法の遵守）

前条の利率は、利息制限法第1条所定の制限利率（元本10万円未満20%、10万円以上100万
円未満18%、100万円以上15%）を超えないものとする。

第5条（返済方法）

乙は本件貸金及び利息を、毎月○日限り金○○○○○円ずつ○か月の分割払いの方法により、甲指定
の口座（○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○、名義人○○○○）に振り込んで支
払う。振込手数料は乙の負担とする。
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借 用 書 条文（後半）

第6条（期限の利益喪失）

乙が分割金の支払を1回でも怠ったとき、又は他の債務につき仮差押え・差押え・破産手続開始の申
立てを受けたときは、当然に期限の利益を喪失し、残金全額及び遅延損害金を直ちに支払う。

第7条（遅延損害金）

乙が本件貸金の支払を遅滞したときは、遅滞日から完済日まで、年14.6%（利息制限法第4条所
定の制限を超えない範囲）の遅延損害金を加算して支払う。

第8条（繰上返済）

乙は、本件貸金の全部又は一部を、随時繰上げて返済することができる。この場合、未経過分の利息
は減免する。

第9条（公正証書）

甲及び乙は、本契約を公正証書とすることに合意する。公正証書作成費用は乙の負担とする。乙は強
制執行認諾条項を承諾する。

第10条（通知義務）

乙は、住所・氏名・勤務先・連絡先等に変更があったときは、遅滞なく甲に通知する。

第11条（管轄合意）

本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条（協議事項）

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し
解決する。
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借 用 書 署名・押印

本契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ各1通を保有する。

令和 7 年 5 月 12 日

甲（貸主）

住所  東京都千代田区丸の内1-1-1

氏名  田中 太郎                          (印)

電話  03-1234-5678

乙（借主）

住所  東京都新宿区西新宿2-2-2

氏名  佐藤 次郎                          (印)

電話  03-8765-4321
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借 用 書 元利金返済表（参考）

元利金返済表（毎月均等返済 ・ 元利均等方式）

前提: 元本¥1,000,000 / 年利10% / 12回返済 / 元利均等

回 返済日 返済額 元本充当 利息充当 残元本

1 令和7年6月10日 ¥87,916 ¥79,583 ¥8,333 ¥920,417

2 令和7年7月10日 ¥87,916 ¥80,246 ¥7,670 ¥840,171

3 令和7年8月10日 ¥87,916 ¥80,915 ¥7,001 ¥759,256

4 令和7年9月10日 ¥87,916 ¥81,589 ¥6,327 ¥677,667

5 令和7年10月10日 ¥87,916 ¥82,269 ¥5,647 ¥595,398

6 令和7年11月10日 ¥87,916 ¥82,954 ¥4,962 ¥512,444

7 令和7年12月10日 ¥87,916 ¥83,646 ¥4,270 ¥428,798

8 令和8年1月10日 ¥87,916 ¥84,343 ¥3,573 ¥344,455

9 令和8年2月10日 ¥87,916 ¥85,046 ¥2,870 ¥259,409

10 令和8年3月10日 ¥87,916 ¥85,754 ¥2,162 ¥173,655

11 令和8年4月10日 ¥87,916 ¥86,469 ¥1,447 ¥87,186

12 令和8年5月10日 ¥87,913 ¥87,186 ¥727 ¥0

※ 元利均等方式は毎月の返済額が一定になる方式。利息部分が漸減し元本部分が漸増する。

※ 元金均等方式は毎月の元本充当が一定。当初の返済額が大きく徐々に減少する。
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借 用 書 利用ガイド・関連法令

使い方ガイド

1) 利息制限法は元本額に応じて上限利率を定めています。これを超える利息は無効。

   ・元本10万円未満 → 年20%   ・10万円以上100万円未満 → 年18%   

・100万円以上 → 年15%

2) 遅延損害金の上限は約定利率の1.46倍（ただし利息制限法上の上限の1.46倍が上限）

3) 「公正証書」にすることで、強制執行認諾文言があれば裁判を経ずに強制執行できます。

   作成費用は公証役場で、目的価額に応じて数千円～数万円程度。

4) 借入金額が高額（数百万円以上）や、長期分割の場合は公正証書化を強く推奨します。

5) 連帯保証人を付ける場合は別途「連帯保証契約書」が必要（個人保証は極度額明示が必須）。

関連法令

・民法第587条以下（消費貸借）

・利息制限法（昭和29年法律第100号）

・出資法（年109.5%超は刑事罰）

・貸金業法（業として貸付ける場合は登録必要）

・民法第465条の2～10（個人根保証契約／2020年4月改正）
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